路上喫煙禁止条例制定に向けた経緯について

昨年１２月議会で、「歩き煙草禁止条例」について、「制定に向けて調査を行う」との答弁を得ているが、その後の経緯と制定に向けた取組について。
総括質問

前回以降の市の取組について説明を求める

一問一答での確認点

規制をかける範囲・・・重点地域の絞込み（駅周辺、中心市街地？？）
規制の程度・・・条例化、罰則規定は

喫煙者に対する配慮・・・喫煙場所の設置・指定
市民への周知方法とタイミング・・・事前の周知方法は、パブリックコメントは
実施時期は・・・２１年度４月施行と聞いているが

議会答弁資料

平成１９年１２月議会　古賀副市長答弁

歩きたばこ禁止条例の制定につきましては、先ほど議員も申されましたように、環境美化の観点からのポイ捨ての禁止、受動喫煙防止や喫煙のマナーの向上という観点、子供や歩行者の危険防止という観点から、総合的に判断する必要があると思っております。
　現在、歩きたばこの状況につきましては、健康増進法の施行後、市民の方の意識にも少しずつ変化があらわれているようでございますけれども、そういう意味で、人込みの中で歩きたばこをしている人は少なくなったということも見受けますけれども、しかしながら、夜間や人のいないところの歩きたばこ、またポイ捨て等は、先ほど議員おっしゃられたように、まだまだなくなっていないというのが現状でございます。その点で、喫煙者等の市民の皆様への、たばこやごみに対するマナーアップの啓発に今後とも努めなければならないというふうに思っております。
　また、具体的には今年度中に策定いたします環境基本計画に基づいて、平成20年度には市民や事業所等の環境行動指針を示す予定をいたしておりますので、その中で歩きたばこはやめる、またたばこのポイ捨てはしないという内容を盛り込みまして、喫煙マナーの向上に努めたいと思っております。
　したがいまして、条例の制定につきましては、これらのことを踏まえまして制定に向けた準備を関係各部各課に指示をしてまいることといたしております。
　また、その中でいろいろな内容についてもお触れになりましたけれども、やはり歩きたばこ禁止条例となりますと、全市に適用するのは余り現実的ではないのかなと思いますので、これについては、先ほど部長が申しましたように、特に必要性が高い地区を指定することになるのかなというふうに思います。
学校給食と地産地消について（総括質問）
学校給食における食育としての地産地消の現状と展開について

· 教育長が示している佐賀市の方針は、給食や学校教育の中でどのような方法をとって指導しているのか・・個別に食育の時間があるのか

· それを指導する先生への教育はどうしているのか

· こども教育部長答弁に「外国産肉の使用もありうる」と言う答弁があったが、真意を問う
· 食材の選定、発注責任は何所にあるのか
· どういった食材を使用しているかの確認作業や監視は何所が行うのか
· 栄養士で給食に差異が出ていると言う話を聞くが、栄養士のレベルの均一化指導はどの様にしているのか。

· 栄養士に対しての地産地消の指導はどの様にして行なっているのか
家庭および児童に向けての、地産地消の取り組みについて

＊　家庭に向けて、給食材料の生産地や加工業者名などを公表することは出来るか
（生産者・加工者の顔が見える食材の提供）

· 給食の「材料に関する情報」を家庭に発信する必要があるのでは

· 給食時に校内放送しても良いのでは
佐賀市の政策としてしての地産地消の取り組みについて

· 教育委員会と農林水産部との連携は取れているのか

· 農林水産部と農協や生産者直売所との連携は取れているのか

· 農林水産部は供給力の向上に向けてどのような取り組みを行っていくのか。県が認証する特別栽培農産物認証生産者をふやしていくなどの推進を図っているということだが、実際の行動はどの様にしているのか。

· 副食品の県産使用率４７％の目標に到達するための施策は

· 牛乳（ミルク）が必ず付いているが、食材によってはマッチしないこともあると思うが、なぜ牛乳を外せないのか・・・家庭でも十分に摂取できると思うが
· 給食も美味しくなければならない・・・調理が不得手の栄養士がいるのでは
　　　　　　　　　　　　　　　　　　食材を知らない

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　栄養価を電卓で弾くだけでは
食育基本法における施策についての基本的な方針

· 伝統的な食文化、環境と調和した生産等への配慮及び農山漁村の活性化と食料自給率の向上への貢献

伝統ある食文化の継承や環境と調和した食糧生産等が図られるよう配慮するとともに、食料需給への国民の理解の促進と都市と農山漁村の共生・対流等により、農山漁村の活性化と食料自給率の向上に資するよう施策を講じる。

食育の推進の目標に関する事項

· 推進に当たっての目標値

朝食を欠食する割合の減少（平成１２年度小学４年生４％　平成２２年度目標０％）

学校給食における地場産物を使用する割合の増加

（平成１６年２１％⇒平成２２年度目標値　３０％以上）（佐賀県副食４０％⇒４７％）
食育の総合的な促進に関する事項

２　学校、保育所等における食育の推進

学校給食の充実・・学校給食の普及・充実と「生きた教材」としての活用、学校給食での地産地消の推進、単独調理方式の効果等の周知・普及等

５　生産者と消費者との交流の促進、環境と調和の取れた農林漁業の活性化等
子どもを中心とした農林漁業体験活動の促進と消費者への情報提供・・様々な体験機会の拡大のための情報提供、受入体制の整備等

農林漁業者等による食育推進・・農林漁業者等の教育関係者との連携による体験活動の機会の提供等

地産地消の推進・・推進するための計画策定、人材の育成、施設の整備等

６　食文化の継承のための活動への支援

学校給食での郷土料理等の積極的な導入やイベントの活用

牛乳に関する資料
第一条 　学校給食法施行令 （以下「令」という。）第一条 に規定する学校給食の開設の届出は、学校ごとに次の各号に掲げる事項を記載した届出書をもつてしなければならない。 

一 　学校給食の実施人員 

二 　完全給食、補食給食又はミルク給食の別（以下「学校給食の区分」という。）及び毎週の実施回数 

三 　学校給食の運営のための職員組織 

四 　学校給食の運営に要する経費及び維持の方法 

五 　学校給食の開設の時期 

２ 　完全給食とは、給食内容がパン又は米飯（これらに準ずる小麦粉食品、米加工食品その他の食品を含む。）、ミルク及びおかずである給食をいう。 

３ 　補食給食とは、完全給食以外の給食で、給食内容がミルク及びおかず等である給食をいう。 

４ 　ミルク給食とは、給食内容がミルクのみである給食をいう。 
学校給食における食事内容について　　　平成15年5月30日

このたび、平成15年5月30日付けをもって、別紙1及び別紙2のとおり「学校給食実施基準」（昭和29年文部省告示第90号）及び「夜間学校給食実施基準」（昭和32年文部省告示第28号）の一部がそれぞれ改正され、義務教育諸学校及び夜間課程を置く高等学校における学校給食の児童又は生徒1人1回当たりの平均栄養所要量の基準の改訂が行われました。併せて、別表のとおり『盲学校、聾学校及び養護学校の幼児1人1回当たりの平均栄養所要量の基準」を改訂しました。

　今回の栄養所要量の基準の改訂についての基本的な考え方は次のとおりである。
カルシウムは、日常の食生活において摂取しにくい実態を考慮しつつ、学校給食の役割を考え、前回とほぼ同様に1日の所要量の50パーセントとしたこと。
　学校給食における食品構成について
カルシウムなどの微量栄養素の供給源として小魚類を摂取することは重要であること。
  牛乳については、児童生徒等のカルシウム摂取に効果的であるため、その飲用に努めること。なお、家庭の食事においてカルシウムの摂取が不足している地域にあっては、積極的に調理用牛乳の使用や乳製品の使用に努めること。
議会答弁資料

佐賀市の食育に関する教育長答弁（１９年６月議会から）

佐賀市の目標

１　食材と健康の関係についての正しい知識を身につけさせること

２　自らの健康に応じて必要な栄養源を判断、摂取し、健康の維持管理が出来る事（中）

３　食料の生産、流通、調理の過程を理解して、感謝の心を養う事

４　食事を仲間と一緒にする事を通して交流を深める事

以上の事を家庭との連携、協力のもとに推進する

米・・市内産１００％（佐賀、諸富、川副、東与賀、久保田）・・他は１００％県産

パン用小麦・・市内産１００％（佐賀、諸富、久保田）・・他は１００％国内産

野菜・・３５％県産（内市内産１０％）・・８種類７学校で農家と連携

肉・・原則国内産・・・価格面で難しい時は外国産を使用する場合もある

魚・加工食品については不明

材料として一部外国産を使用している

醤油の大豆は全て全て佐賀県産

２０年３月（白木教育部長）

安全面および食育の観点から地産地消に努めております。

できるだけ佐賀市産、佐賀県産の食材を使用し、それでも供給が困難な場合は国内産の食材を優先的に使用しておりますが・・・

食材費が上がるために現在の給食費では対応が難しい・・・安易な値上げに繋がらないように

小池農林水産部長
これまでの取り組み・・直売所の設置に対する助成や直売所と消費者との交流に対する支援、また、情報発信、市民農園の普及を行うなど、地産地消のみならず、消費者の方々に農作業の一端を体験して、新鮮な野菜、農産物を使っての食生活の啓発などに支援。

地産地消の考え方・・農産物の安心をより高め、生産の基本となる県が認証する特別栽培農産物認証生産者をふやしていくなどの推進を図っている。
　期間、品目的に需要に応じた量を確保することには一定の限界がある、できる限り対応していくために、生産者、流通関係者、供給先とのネットワークによる地域食材供給のシステムの構築が重要。地産地消、また、学校給食への地元農産物の供給についても、安定した供給が最も重要だから、生産者、農業団体等と協力し、供給力の向上が図れるよう進める。
